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【手続補正書】
【提出日】平成29年1月23日(2017.1.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
血栓除去装置であって、
　　　遠位端を持つ配送ワイヤ；
　　　前記配送ワイヤの遠位端で実行される処理部（１１３）であり、前記処理部は遠位
端または近位端を持つ躯体を持ち、
　　　前記躯体の近位端にあって、そして躯体の近位端の一部を覆う近位フロー制限部（
１２１）を持ち、前記近位フロー制限部は、前記処理部の前記近位端の外部の構成に適合
する構造を持ち、そして前記躯体とは別個の材料片からなり、そして前記近位フロー制限
部の一端は自由に作動する、前記血栓除去装置。
【請求項２】
前記躯体が単一の材料片からなる、請求項１の血栓除去装置。
【請求項３】
前記近位フロー制限部の一端が、前記近位フロー制限部の配送及び拡張時に、その長さ又
は形態の変化を可能にすることが出来るように自由に作動する、請求項１の血栓除去装置
。
【請求項４】
前記近位フロー制限部が、第一のより小さいコンパクト化された形状、及び前記装置がマ
イクロカテーテルから開放されるときに、第二のより大きい拡張された形状を有する、請
求項１又は２の血栓除去装置。
【請求項５】
前記躯体の遠位端がテーパー状である、請求項１、２又は４のいずれか１項の血栓除去装
置。
【請求項６】
前記躯体の近位端がテーパー状である、請求項１、２又は４のいずれか１項の血栓除去装
置。
【請求項７】
遠位マーカーが前記躯体の遠位端に位置する、請求項１の血栓除去装置。
【請求項８】
近位マーカーが前記躯体の近位端に位置する、請求項１の血栓除去装置。
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【請求項９】
前記近位フロー制限部が編まれた構造である、請求項１－８のいずれか１項の血栓除去装
置。
【請求項１０】
前記近位フロー制限部が躯体の外表面を覆う、請求項１－９のいずれか１項の血栓除去装
置。
【請求項１１】
前記近位フロー制限部及び前記拡張可能な部材は超弾性または形状記憶材料からなる、請
求項１－１０のいずれか１項の血栓除去装置。
【請求項１２】
前記近位フロー制限部は、躯体の長さの約２－５０％の長さに沿って伸長する、請求項１
－１１のいずれか１項の血栓除去装置。
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